
平成22年９月橋本市議会定例会会議録（第５号）その２ 

平成22年９月16日（木） 

                                          

   

（午前９時30分 開議） 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）おはようございます。 ○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 ただ今の出席議員数は23人で定足数に達し

ております。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

                      これより討論に入ります。 

○議長（中西峰雄君）これより本日の会議を

開きます。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                     ○議長（中西峰雄君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（中西峰雄君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 これより承認第１号 専決処分事項の承認

について（橋本市青少年旅行村設置及び管理

条例を廃止する条例） を採決いたします。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条

の規定により、議長において２番 阪本君、

７番 中谷和史君の２人を指名いたします。 

 本件は承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

                      よって、本件は承認することに決しました。 

 日程第２ 承認第１号 専決処分事項の承

認について（橋本市青少年旅行

村設置及び管理条例を廃止する

条例） 

                     

 日程第３ 承認第２号 専決処分事項の承

認について（橋本市国民健康保

険税条例の一部を改正する条

例） ○議長（中西峰雄君）日程第２ 承認第１号 

専決処分事項の承認について（橋本市青少年

旅行村設置及び管理条例を廃止する条例） 

を議題といたします。 

○議長（中西峰雄君）日程第３ 承認第２号 

専決処分事項の承認について（橋本市国民健

康保険税条例の一部を改正する条例） を議

題といたします。  これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。  これより質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑ありませんか。 

○議長（中西峰雄君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 ３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）お尋ねします。この国

民保険条例の一部改正ということであります

けれども、その内容について説明を求めます。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります承認第１号については、会議規則第37

条第３項の規定により、委員会の付託を省略

いたしたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）本年３月31日

の臨時議会におきまして、非自発的失業者が、 これにご異議ありませんか。 
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失業された方が社会保険から国保に入るわけ

ですけれども、その場合、在職中と同程度の

保険料で国保に加入できるよう、新たな減免

制度が設けられたところでございますけれど

も、この条例改正では一部が対応できない事

例が最近になって判明しました。といいます

のも、社会保険の場合は医療保険と雇用保険

が通常セットになっているわけですけれども、

事業所によりまして、医療の部分については

本人に従業員が自主的に国保に加入するよう、

そして、雇用保険にはその事業所が負担して

いるという、そういう事例が最近になってわ

かりました。この場合、国保の場合は継続し

て加入していることが減免の対象となる条例

となっておりますので、途中で解職されて、

社会保険から国保に加入するということで本

年３月に条例改正していただいたんですけれ

ども、解職と同時に国保に加入する場合につ

いては、減免が条例上対象にできないという

ことになりました。それを解消するために、

今回、解職と同時に国保に加入し、あわせて

減免が同時にできるというふうに改正したも

のでございます。 

○議長（中西峰雄君）３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）この市独自の減免制度

との関係で、今回新しく規則がつくられて、

いわゆるリストラに遭った方の対応をしてい

くということを聞いているんですが、また、

この規則についての資料提出を求めているん

ですが、要綱も引き続きつくるんだというこ

とで、提出いただいてないんです。そのこと

は置いておきます。 

 問題は、リストラをされた方というのは、

基本的には失業保険等が支給されておるとい

うふうに考えるわけです。その場合、他の被

保険者の税額との関係で、公平な扱いになる

のかと。簡単に言えば、リストラに遭った方

の国保税はうんと減額される。失業保険があ

るけれどもされて、簡単に言えば、失業保険

よりも所得が少ない人が従来の保険税が課せ

られるということだとすれば、税の公平とい

う点からも問題があるのではないかというふ

うに思うんですが、この点いかがですか。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）今回の場合は、

社保から国保へ切りかわる方を想定している

ものでございます。雇用保険とは直接関係な

いんですけれども、他のそれ以外の方につき

ましては、先ほど富岡議員が言っておられま

したけれども、市独自の減免基準等もありま

すので、そちらのほうで対応させていただい

ているところでございます。 

○議長（中西峰雄君）21番 上久保君。 

○21番（上久保 修君）この承認案件ですが、

いわゆる地方税法の改正によって急を要した

ということで専決処分されたわけですけれど

も、ここの内容を見ておりますと、22年４月

１日から適用されているわけですが、専決処

分されたのは７月ごろということでお聞きし

ているんですが、そこら辺、橋本市のこの間

の減免対応ができない状況にあったわけです

が、何も問題なかったんでしょうか。まずそ

れが一つと、先ほどの説明では、ちょっとも

うひとつよくわかりにくいんですが、いつか

ら離職されて、発生した期間というものをど

ういうふうに理解したらいいのか、その点ち

ょっと補足で説明していただければと思いま

す。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）専決処分は７

月20日付で行っております。この自発的失業

者の減免につきましての地方税法の改正につ

いては、本年３月31日に専決して、効力を発

揮しておりますけれども、その間社保から国

保へ、社保加入の方が失業して国保に入って、

事由が発生した時点で減免対応できるのかな
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と思っていたら、そういう事例で、事業所に

勤めながら、本来は社会保険に加入していた

だくものが入っていなかったという事例、そ

ういう場合は、条例上継続して国保に入って

いないということで対応できないということ

で、今回対応できるように改正させていただ

いたところですけれども、たまたま本市につ

きましては、こういう対象となる方がおりま

せん。事例がなかったということになります

けれども、これは全国の事例であったという

ことで、こういう方に減免規定が適用できな

いということで所要の改正、今回国のほうか

ら指示があったところでございます。 

○議長（中西峰雄君）21番 上久保君。 

○21番（上久保 修君）たまたま、今説明で

は事例がないということで専決処分されたわ

けですけれども、この間やはり、本来であれ

ば４月１日からされるわけですので、早急に

専決処分するべきだと思うんですが、もし全

国で事例が出ていない場合に、ずるずると、

例えば９月議会じゃなしに12月とかいうこと

でずれてきた場合に、減免できない理由とし

て、本当にその人たちにきちっと説明できる

んでしょうか。それがやはりあるんで、たま

たま幸いにいなかったということなんですけ

ど、この承認案件を見ていてちょっと僕もど

ういうことかなというふうに感じたので質問

させてもらったんですが、そこら辺について

は、やはりもっと早いこと、専決する分につ

いては４月１日からだったらもっと早いこと

するべきだと思うんです。やはり３カ月遅れ

るというのは、これはどうなんででしょう。

気がつかなかったということなんですか。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）事例が発生と

いうより、いつの時点でそういう問題に気づ

いたか、ちょっとそこまでは把握しておりま

せんけれども、３カ月経過後ということでは

ないんではないかと思っておりますけれども。

事例が発生して改正が必要だという判断に立

ったという認識でおりますので、ご理解のほ

どお願いします。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております承認第２号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより承認第２号 専決処分事項の承認

について（橋本市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例） を採決いたします。 

 本件は承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認することに決しました。 

                     

 日程第４ 承認第３号 専決処分事項の承

認について（損害賠償の額を定

めることについて） 

○議長（中西峰雄君）日程第４ 承認第３号 

損害賠償の額を定めることについて を議題

といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 
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 ４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）こういう損害賠償発生

の場合に、市側にどういう不手際があったの

か、額はどういう手続きで確定しているのか、

お伺いします。 

○議長（中西峰雄君）建設部長。 

○建設部長（樽井豪男君）これにつきまして

は、道路災害ではありませんで、まず市道認

定上の道路、まだ供用開始していない場所で

ございまして、歩道のところで段差がござい

まして、そこでまくれて骨折したということ

で、これにつきましては各担当部局が本人と

面会もし、また医療関係等も計算いたしまし

て、やっと退院されたということで、それに

かかった費用ということで78万8,019円とい

うことになっております。 

 これにつきましては、保険会社とも相談し

ながら額の決定をして、相手方につきまして

は市の職員も一緒になって対応をして、こう

いった額の決定となっております。 

○議長（中西峰雄君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）段差があって危ないん

だったら、通行する可能性があるんだったら、

それを防止するための措置をしておいたら、

こんなことは起こらないのと違いますか。僕

は前にも、砂利のところですべって損害賠償

とか、グレーチングが、溝ぶたがうまいこと

なっていなくてとか、そういうのがよく出て

くるんですけれども、こういうのは、防げる

ことは防ぐ、また市民に対するサービスとい

う点でも、やはりもうちょっと配慮していた

だきたいと思うんですが、いかがですか。 

○議長（中西峰雄君）建設部長。 

○建設部長（樽井豪男君）今回、この物件に

つきましては、ある程度のバリケード等はし

ておりましたが、やはりちょっとすき間等が

ありましたので、その後すべてすき間も埋め

て落ちないということでしております。議員

がおっしゃるとおり、市道の管理等につきま

しては随時職員も見て回って、穴のあいたと

ころとかというのは補修しながらやっておる

んですけれども、また各課にも現場に行くと

きにはどこかがあいておったとかいうような

報告等をいただけば、すぐ修繕に向かってお

ります。なお、グレーチング等につきまして

は、よく通常、正常になっているときがある

んですけど、時たま車が行ったときにはねて

ちょっと先が上がっておったとかという、そ

ういった割と日常のときに見受けられないと

いうのが夜中に起こったりとかいうことで、

そういったもののこともあります。そういっ

たところにつきましては、やはり見回りしな

がらボルトで固定するとか、絶えず職員が、

そういったことで年間700から800箇所の修繕

も加えておりますので、なお、さらなる注意

を払って現場も見ながら、そういったことの

ないように努力してまいりたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）今議会にいただいた自

動車事故に対する損害賠償についてという、

この報告書のことで、損害賠償ということで

いいですか。 

○議長（中西峰雄君）それはまた別になりま

すので。 

○３番（富岡清彦君）どこでやればいいんで

しょうか。 

○議長（中西峰雄君）報告は済んでおります

ので。 

 他にありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております承認第３号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 
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 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより承認第３号 専決処分事項の承認

について（損害賠償の額を定めるについて） 

を採決いたします。 

 本件は承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認することに決しました。 
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